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国
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齢
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料

国
保
・
後
期
高
齢
者
保
険
料

口
座
振
替
済
通
知
を
送
付

生
活
保
護
制
度

暮
ら
し
に
困
っ
た
と
き
は
相
談
を

医
療
保
険
適
用
に
正
し
い
理
解
を

日
常
生
活
で
の
肩
こ
り
や

原
因
の
は
っ
き
り
し
な
い
負
傷
な
ど
は
適
用
外

整
骨
院
・
接
骨
院
に
か
か
る
と
き

整
骨
院
・
接
骨
院
に
か
か
る
と
き

整
骨
院
・
接
骨
院
に
か
か
る
と
き

柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
場

合
、
負
傷
の
内
容
に
よ
っ
て
医
療
保

険
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
適
用
さ
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
保
険
の
適
用
と
な
る
場
合

○
医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
急
性
ま

た
は
亜
急
性
の
外
傷
性
の
骨
折
、

脱
臼
、打
撲
お
よ
び
ね
ん
ざ
等（
い

わ
ゆ
る
肉
ば
な
れ
を
含
む
）
と
診

断
ま
た
は
判
断
さ
れ
て
施
術
を
受

け
た
と
き
（
内
科
的
原
因
に
よ
る

疾
患
は
対
象
外
。
ま
た
、
骨
折
お

よ
び
脱
臼
は
、
応
急
手
当
を
す
る

場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医
師

の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で

す
）

○
骨
・
筋
肉
・
関
節
の
け
が
や
痛
み

で
、
そ
の
負
傷
原
因
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
と
き

保
険
適
用
対
象
に
な
ら
な
い
例

○
疲
労
性
・
慢
性
的
な
肩
こ
り
や
筋

肉
疲
労

○
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病
や

改
善
の
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

○
同
じ
負
傷
に
つ
い
て
、
保
険
医
療

機
関
で
治
療
中
の
場
合

○
労
災
保
険
等
が
適
用
さ
れ
る
負
傷

等
治
療
を
受
け
る
と
き
の
注
意

医
療
保
険
が
適
用
さ
れ
る
の
は
治

療
を
目
的
と
し
た
場
合
で
あ
り
、
保

険
適
用
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
負
傷
の
原
因
は
正

確
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
施
術

が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
内
科
的
要

因
等
の
原
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

医
師
の
診
察
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。

窓
口
支
払
い
の
領
収
書
は
、
無
料

で
発
行
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
も
ら

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

柔
道
整
復
は
本
来
、
療
養
費
（
い

っ
た
ん
全
額
を
支
払
い
、
後
か
ら
自

己
負
担
分
を
除
い
た
金
額
を
医
療
保

険
者
に
申
請
し
て
受
け
取
る
）
で
す

が
、
例
外
的
な
取
り
扱
い
と
し
て
、

施
術
所
窓
口
で
自
己
負
担
金
を
支
払

い
、
柔
道
整
復
師
が
患
者
の
方
に
代

わ
っ
て
保
険
請
求
を
行
う
「
受
領
委

任
」
と
い
う
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

施
術
を
受
け
た
と
き
に
は
、
柔
道

整
復
施
術
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内

容
を
よ
く
確
認
し
て
、
受
取
代
理
人

欄
（
住
所
、
氏
名
、
委
任
年
月
日
）

に
署
名
し
ま
し
ょ
う
（
手
首
の
負
傷

等
に
よ
り
直
筆
で
き
な
い
場
合
は
代

筆
も
可
能
で
す
が
、
そ
の
場
合
に
は

捺
印
が
必
要
で
す
）。

問
医
療
保
険
課
保
険
給
付
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
8

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3

平
成
28
年
中
（
平
成
27
年
12
月
期

分
〜
平
成
28
年
11
月
期
分
）
に
口
座

振
替
で
納
付
し
た
国
民
健
康
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振

替
済
の
お
知
ら
せ
を
12
月
下
旬
ご
ろ

に
発
送
し
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
は
、

口
座
振
替
で
保
険
料
を
納
付
し
て
い

る
方
へ
、
確
定
申
告
等
の
資
料
に
ご

使
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
毎
年
送
付

し
て
い
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
は
、
世
帯
主
が
加

入
者
で
な
い
場
合
で
も
世
帯
主
あ
て

に
通
知
し
ま
す
。

問
医
療
保
険
課
保
険
料
係

�（
3
6
4
7
）3
1
6
9

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3

国
保
医
療
費
通
知
を

希
望
者
に
送
付

国
民
健
康
保
険
を
使
っ
て
診
療
を

受
け
た
医
療
費
の
総
額
や
受
診
日
数
、

医
療
機
関
の
名
称
等
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
ご
自
身
の
健
康
管
理
や
受
診

歴
の
確
認
等
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）
に
必

要
と
な
る
医
療
費
の
領
収
書
と
し
て

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
お
知

ら
せ
で
き
る
期
間
は
、
診
療
を
受
け

た
月
か
ら
5
年
以
内
で
す
。
発
行
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
医
療
保
健
係
ま

で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
医
療
保
険
課
医
療
保
健
係

�（
3
6
4
7
）8
5
1
6

FAX（
3
6
4
7
）8
4
4
3

生
活
保
護
は
、
憲
法
第
25
条
の
定

め
に
基
づ
き
、
現
に
暮
ら
し
に
困
っ

て
い
る
国
民
の
誰
も
が
受
け
ら
れ
ま

す
。「
病
気
や
け
が
な
ど
で
収
入
が

な
い
」「
働
い
て
い
て
も
収
入
が
少
な

い
」
な
ど
、
生
活
費
や
住
宅
費
、
医

療
費
等
に
困
っ
て
い
る
方
に
そ
の
不

足
分
を
補
う
と
と
も
に
、
自
立
し
た

生
活
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。

生
活
保
護
は
、
国
の
決
め
た
保
護

基
準
（
最
低
生
活
費
）
と
そ
の
世
帯

の
収
入
を
比
較
し
て
、
収
入
が
保
護

基
準
を
下
回
る
場
合
に
、
そ
の
不
足

す
る
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

生
活
保
護
に
優
先
し
て
、
次
の
よ
う

な
世
帯
の
状
況
に
応
じ
た
努
力
を
行

っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
預
金
や
土
地
な
ど
の
資
産
を
活
用

す
る

○
働
け
る
人
は
能
力
に
応
じ
て
働
く

○
親
子
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
か
ら
で
き

る
だ
け
援
助
を
受
け
る

○
年
金
や
各
種
手
当
な
ど
他
の
法
律

な
ど
の
給
付
を
活
用
す
る

﹇
問
合
先
・
相
談
窓
口
﹈

深
川
地
域
、
東
砂
6
〜
8
丁
目
、
南

砂
、
新
砂
に
お
住
ま
い
の
方
：
保
護

第
一
課
（
区
役
所
2
階
24
番
）

�（
3
6
4
5
）3
1
0
6

FAX（
3
6
4
7
）4
9
1
7

亀
戸
、
大
島
、
北
砂
、
東
砂
1
〜
5

丁
目
、
夢
の
島
、
新
木
場
、
若
洲
に

お
住
ま
い
の
方
：
保
護
第
二
課
（
大

島
4
―
5
―
1
総
合
区
民
セ
ン
タ
ー

1
階
）

�（
3
6
3
7
）2
7
0
7

FAX（
3
6
8
3
）3
7
2
2
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●
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●
●
●
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●
●
●
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●
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3
（火）

●
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●
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●

●
※4
●
※4

2
（月）

●
※1

●
※2
●

●
※4
●
※4

1
（日）

12月
31
（土）

30
（金）

●

29
（木）

●

28
（水）
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

27
（火）
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

26
（月）
●
●

●
●

●

●

●

●

施設名

区役所
出張所・特別出張所
区民館
保健所（健康センター除く）
保健相談所
男女共同参画推進センター
産業会館
商工情報センター
消費者センター
こうとう若者・女性しごとセンター
文化センター（江東区・豊洲・亀戸）
文化センター（森下・古石場・東大島・砂町）
総合区民センター
深川江戸資料館
中川船番所資料館
芭蕉記念館
深川東京モダン館
ティアラこうとう
スポーツ会館※3
スポーツセンター※5
健康センター
夢の島競技場
屋外スポーツ施設（野球場）
屋外スポーツ施設（テニス場）

1月
5
（木）
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

※1：常設展示室のみ開館 ※2：展示室・史跡展望庭園のみ開館 ※3：プールのみ12/28（水）ま
で休場 ※4：プール（9：30～17：00）・トレーニング室（9：00～17：00）の一般公開、施設の団体貸
出（9：00～17：00）を実施 ※5：亀戸スポーツセンターの小プールおよび幼児プールは12/28
（水）まで休場。有明スポーツセンターのプールは12/28（水）休場。東砂スポーツセンターのト
レーニング室は12/27（火）・28（水）休場 ※6：千田福祉会館は12/26（月）開館 ※7：事務室は
開室 ※8：平野・東雲・亀戸・千田児童館は12/26（月）開館 ※9：12/28（水）は17：00に閉館
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●
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施設名

福祉会館
ふれあいセンター
グランチャ東雲
障害者福祉センター
子ども家庭支援センター
えこっくる江東
教育センター
児童館
児童会館
学童クラブ
江東きっずクラブ
げんきっず
図書館・枝川図書サービスコーナー

休止日

12/29（木）～1/3（火）

12/26（月）、
12/29（木）～1/3（火）

☆区役所2階マルチコピー機およびコンビニ店舗等でのマルチコピー機によるコンビニ交付
サービスは12/29（木）～1/3（火）を休止

証明書自動交付機設置場所

区役所1階、区役所2階、出張所・特別出張所、ミニストップ潮見店、
サンドラッグ東砂店、イオン東雲店、豊洲シビックセンター

東陽区民館、東大島図書館（※）、総合区民センター2階、深川江戸資料
館、亀戸文化センター、江東図書館（※）
※12/28（水）は17：00まで


